
厚生労働省発保 0401 第２号

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日

都 道 府 県 知 事 殿

厚 生 労 働 事 務 次 官

（公 印 省 略）

国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）の国庫補助について

標記の交付金の交付については、昭和 53 年９月 29 日厚生省発保第 73 号厚生

事務次官通知の別紙「国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）交付要

綱」（以下「交付要綱」という。）により行われているところであるが、今般、

交付要綱の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成 28 年４月１日から適

用することとされたので通知する。

なお、貴管内保険者に対しては、貴職からその旨通知するとともに、その申

請手続等に遺憾のないように取り計らい願いたい。



国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）交付要綱

厚 生 省 発 保 第 7 3 号 昭和 53 年９月 29 日

一部改正厚生省発 保第 5 7 号 昭和 54 年８月 29 日

一部改正厚生省発 保第 4 3 号 昭和 55 年８月 14 日

一部改正厚生省発 保第 6 7 号 昭和 56 年７月 28 日

一部改正厚生省発 保第 5 3 号 昭和 57 年９月 28 日

一部改正厚生省発 保第 4 8 号 昭和 58 年９月 20 日

一部改正厚生省発 保第 7 2 号 昭和62年11月25日

一部改正厚生省発 保第 6 3 号 平成元年９月 25 日

一部改正厚生省発 保第 8 7 号 平成２年９月 14 日

一部改正厚生省発 保第 5 6 号 平成３年８月７日

一部改正厚生省発 保第 9 7 号 平成４年９月 30 日

一部改正厚生省発 保第 8 4 号 平成５年 10 月 22 日

一部改正厚生省発 保第 9 9 号 平成６年 10 月 20 日

一部改正厚生省発 保第 9 9 号 平成７年８月 30 日

一部改正厚生省発 保第 7 1 号 平成８年５月 10 日

一部改正厚生省発 保第 5 7 号 平成９年４月１日

一部改正厚生省発 保第 8 3 号 平成 10 年４月９日

一部改正厚生省発保第 1 2 0 号 平成 11 年 12 月９日

一部改正厚生省発保第 1 4 7 号 平成12年９月１４日

一部改正厚生労働省発保第 0412001 号 平成 14 年４月 12 日

一部改正厚生労働省発保第 0407001 号 平成 15 年４月７日

一部改正厚生労働省発保第 0407001 号 平成 16 年５月 28 日

一部改正厚生労働省発保第 0704002 号 平成 17 年７月４日

一部改正厚生労働省発保第 0526003 号 平成 21 年５月 26 日

一部改正厚生労働省発保0330 第 11 号 平成 22 年３月 30 日

一部改正厚生労働省発保 0515 第３号 平成 25 年５月 15 日

一部改正厚生労働省発保 0401 第６号 平成 26 年４月１日

一部改正厚生労働省発保 0409第14号 平成 27 年４月９日

一部改正厚生労働省発保 0401 第２号 平成 28 年４月１日



国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）交付要綱

（通 則）

１ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第72条に基づく国民健康

保険調整交付金（直営診療施設整備分）（以下「交付金」という。）については、予算の範

囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30

年政令第255号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年 令第６号）の規

定によるほかこの交付要綱の定めるところによる。

（交付の対象）

２ この交付金の対象となる事業（以下「直営診療施設整備事業」という。）は、法第３条

第１項に規定する市町村（以下「保険者」という。）が、法第82条に規定する保健事業と

して行う次の事業とする。ただし、当該事業が他の国庫補助金の交付の対象となる場合は

除くものである。

(1) 建物（診療所、病院、医師住宅、看護師宿舎及び院内託児施設等（結核、精神疾患、

感染症のみを対象とする施設は除く。）をいう。以下同じ。）又は医療機械等（医療機械

器具、患者輸送車、巡回診療車及び巡回診療船をいう。以下同じ。）の設置又は整備

(2) 保険者が設置する診療施設を承継した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が行

う建物又は医療機械等の設置又は整備に対する補助

（交付額の算定方法）

３ この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された交付額に

1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) ２の(1)の事業について

① 別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と別に定める対象経費の

実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額と当該種目ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定した額の合計額に３分の１を

乗じて得た額を交付額とする。

(2) ２の(2)の事業について

① 別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と別に定める対象経費の

実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

厚生省
労働省



② ①により選定された額と当該種目ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定した額の合計額に３分の１を

乗じる。

③ ②により算定して得た額と保険者が地方独立行政法人に対して補助した額とを比

較して少ない方の額を交付額とする。

（交付決定の下限）

４ ２の事業について、３により算出された額のうち種目ごとの額が次の額に満たない場合

は、交付決定を行わないものとする。

(1) 建物 300千円

(2) 医療機械等のうち医療機械器具

ア 診療所 200千円

イ 病院 400千円

（交付の条件）

５ この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、別紙様式１により厚生労働大臣の

承認を受けなければならない。

ア 建物又は医療機械等の設置場所

イ 建物の規模・用途若しくは構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更

を除く。）

ウ 病床数

エ 医療機械等の形式及び規格（軽微な変更は除く。）

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、すみや

かに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 当該事業年度の１月 15 日現在において未だ事業が完了していない場合は、同日現在

における事業遂行状況を別紙様式２により毎年度１月末日までに厚生労働大臣に報告

しなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２号の規定に

より厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで

この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取

壊し、又は廃棄してはならない。



(6) 厚生労働大臣の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(8) 保険者は、交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式３によ

る調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、当該

調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその他の従物並びに事業に

より取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の

財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第

14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれ

か遅い日まで保管しておかなければならない。

(9) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契

約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 保険者は、国から概算払により２の(2)の事業に係る交付金の交付を受けた場合には、

当該概算払を受けた交付金に相当する額を遅滞なく地方独立行政法人に交付しなけれ

ばならない。

(11) 保険者は、２の(2)の事業に係る交付金を地方独立行政法人に交付する場合には、(1)

から(9)に掲げる条件（この場合において、(1)から(4)及び(6)中(「厚生労働大臣」と

あるのは「市町村長」と、「国庫」とあるのは「保険者」と、(5)中「厚生労働大臣の承

認」とあるのは「市町村長の承認」と読み替えるものとする。）を付さなければならな

い。

(12) (11)により付した条件に基づき市町村長が承認又は指示をする場合には、あらかじ

め厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(13) 地方独立行政法人から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合に

は、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（申請手続）

６ この交付金の交付の申請は、次により行うものとする。

(1) 保険者は、別紙様式４による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出するものとする。

(2) 都道府県知事は、(1)の申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめの上、

別に定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。



（変更申請手続）

７ この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議の上、次により行うものとする。

(1) 保険者は、別紙様式５による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出するものとする。

(2) 都道府県知事は、(1)の申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめの上、

別に定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

（交付決定までの標準的期間）

８ この交付金の交付の決定までの標準的期間は次のとおりとする。

都道府県知事は、６の(1)若しくは７の(1)による申請書を受理した日から起算して原則

として１月以内に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事から

申請書を受理した日から起算して２月以内に交付の決定（変更交付決定を含む。）を行う

ものとする。

（交付金の概算払）

９ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に

おいて概算払をすることができる。

（実績報告）

10 この交付金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1) 保険者は、別紙様式６による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出するものとする。

(2) 都道府県知事は、(1)の報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめの上、

事業完了の日から起算して１か月を経過した日（５の(2)により中止又は廃止の承認を

受けた場合には、当該承認を受理した日から１か月を経過した日）又は別に定める日の

いずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

（交付金の返還）

11 厚生労働大臣は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える

交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する

ことを命ずる。

（その他）

12 特別の事情により３、６、７及び10 に定める算定方法、手続によることができない場

合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。



別表

１３８，９００

１５３，５００

一般病床51床以上 ５ 戸

Ｂ地域 １４６，２００

診療所 収容定員×５㎡
（ただし、診療所については10人、病院については20人を限度とす
る。）

Ｄ地域 １３１，６００
病院

４ 戸

鉄筋コンクリート造

Ａ地域

看
護
師
宿
舎

病院の病床数が20床のときは82.0㎡とし、20床を超える分について４
床増すごとに16.4㎡を加算した面積であること。

Ｃ地域

院
内
託
児
施

設
等

１２０，７００

丙型 ２ 戸

Ｄ地域 １１４，４００
一般病床20～35床 ３ 戸

Ｄ地域 １３１，６００

病棟 ２７８．９
一般病床数が20床を超えるときは、その超える分について
１床増すごとに12.6㎡を加算した面積であること。

ブロック造

Ａ地域 １３３，５００

給食棟 附表２に定める面積 Ｂ地域 １２７，１００

乙型 １ 戸

１戸につき８２．０

Ｃ地域

Ｃ地域 １３８，９００

１５３，５００

乙型 １７６．９ Ｂ地域 １４６，２００

Ａ地域

建

物

診

療

所

甲型 ６２．０

木 造

病

院

丁
型

診療棟 ６４８．３

丙型 ４６９．４
一般病床数が６床を超えるときは、その超える分について
１床増すごとに12.6㎡を加算した面積であること。

医
師
住
宅

診
療
所

病

院

一般病床36～50床

区

分

１ 種目及び規格

２ 基準面積及び基準額

施設の種目及び規格ごとに下記の建築基準単価に基準面積を乗じて得た額。建築単価又は建築面積が建築基準単価又は基準面
積を下回るときは、当該建築単価又は建築面積をそれぞれ建築基準単価又は基準面積とみなして算出する。

種
目

規 格 基 準 面 積 （単位 ㎡） 建築基準単価 （ １㎡当たり 単位：円 ）



１２，９６０，０００

３，２４０，０００

診療所

病 院

１，００７，０００

１，２５８，０００

おおむね

( 全長 8.2 m 全幅 2.5 m
全高 3.0 m 125馬力程度 )
おおむね

( 全長 5.2 m 全幅 2.0 m
全高 2.2 m 60馬力程度 )
おおむね

( 全長 12.0 m 全幅 3.0 m
深さ 1.5 m 総㌧数 7㌧程度 )
おおむね

( 全長 8.0 m 全幅 2.5 m
深さ 1.2 m 総㌧数 6.5㌧程度 )

１，４０４，０００

注） １ 「甲型」、「乙型」、「丙型」及び「丁型」とは、昭和３５年４月１４日厚生省発保第６７号通知の「国民健康保険施設設置規格」に定める規格であること。

２ 「Ａ地域」、「Ｂ地域」、「Ｃ地域」及び「Ｄ地域」の区分は、附表１の区分表によること。

車 体 １，２５８，０００

巡回診療船

Ａ級汽船 船 体（動力を含む） ５，９４０，０００

Ｂ級汽船 船 体（動力を含む）

医

療

機

械

等

そ の 他 の
医療機械器具

車 体 ２，４１２，０００

Ｂ級バス型

医

療

機

械

器

具

レントゲン
装 置

Ｘ線テレビ用 診 断 用

一般用 〃

患者輸送車

ライトバン型（おおむね 2,000 CC）

マイクロバス又はジープ型

巡回診療車

Ａ級バス型

厚生労働大臣が必要と認めた医療機械器具

厚生労働大臣が必要と認めた額

3,240,000 円（新築、改築又は再開にともない取得する場合は、
9,720,000 円）以内の額で、厚生労働大臣が必要と認めた額

区

分

種 目 及 び 規 格

基 準 額 （単位：円）
（購入費の額が下記の基準額を下回るときは、その購入費の額とする）

種 目 規 格



附表 １

地 域 区 分

区 分 地 域

A 地 域 青森、岩手、福島、東京、富山、山梨、長野、沖縄

B 地 域 北海道、宮城、秋田、山形、茨城、神奈川、新潟、石川、岐阜、静岡、

三重、京都、大阪、奈良、鳥取、広島、熊本、鹿児島

C 地 域 栃木、群馬、埼玉、千葉、福井、愛知、滋賀、兵庫、和歌山、島根、

岡山、山口、香川、高知、佐賀、長崎、宮崎

D 地 域 徳島、愛媛、福岡、大分

附表 ２

給 食 棟 面 積 換 算 表

一般病床数（床） 給食棟面積（㎡） 一般病床数（床） 給食棟面積（㎡）

２０ ６１．２ ６１～７０ １５４．７

２１～３０ ８４．３ ７１～８０ １７１．２

３１～４０ １０２．５ ８１～９０ １８５．１

４１～５０ １１９．０ ９１以上 ２０１．７

５１～６０ １３７．２



別紙様式１

番 号

年 月 日

厚生労働大臣 ○○○○殿

保険者の所在地

保険者の名称

代表者の職・氏名 ○○○○印

平成○○年度国民健康保険調整交付金

(直営診療施設整備分)に係る事業内容

の変更承認申請について

標記について、関係書類を添えて次のとおり申請する。

１ 事業内容の変更理由

２ 設置場所

変更前

変更後

３ 規模及び構造 別紙様式４の別紙(1)及び(2)の要領に準じて作成すること。

なお、当初申請と異なる箇所については、変更前を上段に( )

書きし、変更後を下段に対応して記入すること。

４ 経費所要額調

５ 添付書類

(１) 国民健康保険特別会計及び病院事業特別会計の歳入歳出予算書(見込書)抄本

(２) 建物の配置図、平面図、立面図、工事仕様書及び工事費目別内訳

(３) その他参考となる書類



別紙様式２

番 号

年 月 日

厚生労働大臣 ○○○○殿

保険者の所在地

保険者の名称

代表者の職・氏名 ○○○○印

平成○○年度国民健康保険調整交付金

（直営診療施設整備分）に係る事業遂

行状況の報告について

平成 年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)による事業の遂行状況及

び工事経過等について次のとおり関係書類を添えて報告する。

１ 事業施行状況（別紙(１)のとおり）

２ 工事別進捗状況（別紙(２)のとおり）

３ 工事の経過状況を証する写真

４ その他参考となる書類



別紙（１）

事 業 施 行 状 況

１ 建 物

区 分 施 工 面 積 工 事 施 工 率 金 額 備 考

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

現 在 竣 工 量

㎡ ％ 円

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

まで竣工見込量

自 平成 年 月 日

まで竣工見込量

計

（注）１ 竣工見込量については、本報告書提出後１か月ごとの竣工量を記入すること。

２ 備考欄には、施行済又は予定の工事内容を記入すること。

２ 医療機械等

区 分 補 助 対 象 金 額 購入又は契約済のもの 未 施 行 の 理 由

品 目 数 金 額

医療機械器具

レントゲン装置

巡回診療車（船）

患者輸送車



別紙（２）

工 事 別 進 捗 状 況

工事種別

平成○○年 平成○○年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 2 月 3月 4 月

１日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日

設計事務

入札事務

整地事務

基礎工事

○○工事

○○工事

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(60%)

〃

〃

(0)

(0)

（注）工事種目別ごとに、その予定を直線で示しその下に本報告書提出月日現在までの工事進捗状

況を破線で示すとともにその出来高量を％をもって示すこと。



別紙様式３

国 民 健 康 保 険 調 整 交 付 金 調 書

平成○○年度 厚生労働省所管 (保険者名)

国 保 険 者

歳 出 予 算 科 目
交付決定

の 額

補

助

率

歳 入 歳 出 備 考

科 目 予算現額 収入済額 科 目 予算現額 うち国庫補助

金 相 当 額

支出額 うち国庫補助

金 相 当 額

(項)

医療保険給付諸費

(目)

国民健康保険財政調整交

付金

（直営診療施設整備分）

円 円 円 円 円 円 円

(作成要領)

１ 「国」の「交付決定の額」は、交付決定通知書の交付金の額を記入すること。

２ 「保険者」の「科目」は、歳入、歳出とも款、項、目、節をそれぞれ記入すること。

３ 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額充用等、増減額等

の区分を明らかにして記入すること。

４ 「備考」は、歳入の予算現額及び収入済額についての財源内訳を附記するとともに、その他参考となるべき事項を適宜記入すること。



別紙様式４

番 号
平成○○年○月○日

厚 生 労 働 大 臣 ○ ○ ○ ○殿
保険者所在地
保険者名称 ○○市町村
代表者職氏名 ○○市町村長 ○○印

平成○○年度国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）交付申請書

国民健康法第72条の規定に基づく調整交付金のうち直営診療施設整備分の交付を受けたく、関係書類を添えて次
のとおり申請します。

（施設の名称）

特別調整交付金申請事由 種 目 国 庫 補 助 基 本 額 ①

交

付

申

請

金

額

内

訳

特

別

調

整

交

付

金

災

害

そ

の

他

特

別

の

事

情

に

よ

る

も

の

直
営
診
療
施
設
整
備
に
関
す
る
費
用
が
あ
る
こ
と

建

物

診 療 所

病 院

医 師 住 宅

看 護 師 宿 舎

院 内 託 児 施 設 等

医

療

機

械

等

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ装置
Ｘ 線 テ レ ビ 用

一 般 用

医 療 機 械 器 具

患 者 輸 送 車

巡 回 診 療 車

巡 回 診 療 船

合 計
(A)

円

事 業 区 分 国 庫 補 助 基 本 額 保 険 者 補 助 額 交 付 申 請 額 （ 千 円 未 満 切 捨 ）

２ の ( 1 )の 事 業
① (A)

円

① (A)×1/3

円

２ の ( 2 )の 事 業
② (A)×1/3

円 円

②

円

（添付書類） ①経費所要額調（別紙(1)のとおり）

②事業計画（別紙(2)又は別紙(2)の２のとおり）

③国民健康保険特別会計及び病院事業特別会計の歳入歳出予算書（見込書）抄本

④国民健康保険条例及び施設の設置条例の写し（一部事務組合にあっては、その規約及び施設の設置条例の写し）

⑤仕様書及び見積書

⑥建物の配置図、平面図、工事仕様書及び工事費目別内訳

⑦その他参考となる書類

都道府県

番 号

都道府

県 名

保 険 者

番 号
保険者名

算定省令第８条の規定に

よる別個の保険者名(区域)



別紙（１）

選 定 額
国 庫 補 助
基 本 額 ①

国 庫 補 助
所 要 額 ①

国 庫 補 助
基 本 額 ②

国 庫 補 助
所 要 額 ②

員
数

単
価

金
額

(A)と(F)を比較して
少ない方の額

(E)と(G)を比較して
少ない方の額 （H）×補助率

２の(2)の事業に
ついて、（Ａ ）～
（Ｈ）の例により算
定した額×補助
率

(J)と(K)を比較して
少ない方の額

(A) (B) (A)＋(B)＝（Ｃ） (D) （Ｃ）－(D)＝（E） (Ｆ) （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （J） （K） (L)

円 円 円 円 円 ㎡ 円 円 円 円 円 円

診療棟

病棟

給食棟

小計

医師住宅

看護師宿舎

院内託児施設等

Ｘ線テレビ用

一般用

患者輸送車

巡回診療車（船）

医療機械器具

（品名）

円 円合 計

保 険 者
補 助 額

建

物

診療所

病

院

医

療

機

械

等

レント
ゲン装
置

経 費 所 要 額 調

区 分
補助対象
事 業 費

補助対象
外事業費

総 事 業 費
寄付金その
他 の 収 入

額
差 引 額

基 準 額



別紙(1)の２

事 業 費 内 訳

（施設名）

区 分 員 数 単 価 金 額 備 考

補

助

対

象

事

業

費

建築工事費

診 療 所 (棟)

病 棟

給 食 棟

医 師 住 宅

看 護 師 宿 舎

○ ○ ○ ○

附帯工事費

電 気 設 備 工 事

給排水設備工事

冷暖房設備工事

○ ○ ○ ○

㎡ 円 円

小 計

補

対

象

外

事

業

費

用地買収費

事務雑費

○○○○費

小 計

合 計

(注) この表は、申請事業が建物の場合のみ作成すること。



別紙（２）

国民健康保険診療施設整備事業計画書（建物の場合）

１ 施設の名称及び所在地

２ 事業の目的

３ 敷地の面積及び所有状況

敷 地 区 分 所 有 者 名 面 積 備 考

自 己 所 有 者

借 地

買 収 用 地

計

４ 施設の構造及び規模

表１

建

物

等

の

履

歴

既

補

助

の

状

況

構

造

規 模（延 面 積） 各室の面積

は表２のと

おり

○ 階 ○ 階 ○ 階 ○ 階

㎡

( 床)

㎡

( 床)

㎡

( 床)

㎡

( 床)

表２

○ 階 ○ 階 ○ 階

室 名 室 数 面 積 室 名 室 数 面 積 室 名 室 数 面 積

㎡ ㎡ ㎡

小 計 小 計 小 計

５ 工事の施工方法

直 営

請 負

６ 施工予定期間

着 工 平成 年 月 日

竣 工 平成 年 月 日

７ 診療開始予定年月日

平成 年 月 日



別紙(２)の２

国民健康保険診療施設整備計画書（医療機械等の場合）

１ 施設の名称及び所在地

２ 事業の目的

３ 医療機械等整備費内訳

品 名

(銘柄）

規 格 員 数 単 価 金 額 設 置 場 所 購入予定年

月 日

円 円

合計 品目



別紙様式５

番 号
平成○○年○月○日

厚 生 労 働 大 臣 ○ ○ ○ ○殿
保険者所在地
保険者名称 ○○市町村
代表者職氏名 ○○市町村長 ○○印

平成○○年度国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）交付額変更申請書

平成○○年○月○日第○○号をもって交付決定を受けた、平成○○年度国民健康保険調整交付金（直営診療施設
整備分）について、次のとおり交付額を変更して交付されるよう関係書類を添えて申請します。

（施設の名称）

変更申請額

(ｱ)
千円

既交付決定額

(ｲ)
千円

受入済額

(ｳ)
千円

差引交付申請額

(ｱ)－(ｲ)
千円

当 初 申 請 分 変 更 申 請 分

特 別 調 整 交 付 金

申 請 事 由
種 目 国 庫 補 助 基 本 額 ① 国 庫 補 助 基 本 額 ①

交

付

申

請

金

額

内

訳

特

別

調

整

交

付

金

災

害

そ

の

他

特

別

の

事

情

に

よ

る

も

の

直
営
診
療
施
設
整
備
に
関
す
る
費
用
が
あ
る
こ
と

建

物

診 療 所

病 院

医 師 住 宅

看 護 師 宿 舎

院 内 託 児 施 設 等

医

療

機

械

等

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ装置

X 線

テ レ ビ 用

一 般 用

医 療 機 械 器 具

患 者 輸 送 車

巡 回 診 療 車

巡 回 診 療 船

合 計
(A)

円

(A)’

円

当 初 申 請 分 変 更 申 請 分

事 業 区 分
国 庫 補 助

基 本 額

保 険 者

補 助 額
交 付 申 請 額

（千円未満切捨）

国 庫 補 助

基 本 額

保 険 者

補 助 額
交 付 申 請 額

（千円未満切捨）

２の(1)の事業
① (A)

円

(A)×1/3

円

① (A)’

円

(A)’×1/3

円

２の(2)の事業
② (A)×1/3

円 円 円

② (A)’×1/3

円 円 円

（添付書類） ①経費所要額調 別紙様式４の別紙(1)及び別紙(２)の要領に準じて作成すること。なお、当初申請と異なる

②事業計画 箇所については、変更前を上段に（ ）書きし、変更後を下段に対応して記入すること。

③国民健康保険特別会計及び病院事業特別会計の歳入歳出予算書（見込書）抄本

④国民健康保険条例及び施設の設置条例の写し（一部事務組合にあっては、その規約及び施設の設置条例の写し）

⑤仕様書

⑥契約書の写し (ア) 建物にあっては、工事請負契約書の写し（工事内訳書及び支払明細書を含む）

(イ) 医療機械等にあっては、売買契約書の写し（支払明細書を含む）

⑦建物の配置図、平面図、工事仕様書及び工事費目別内訳

⑧その他参考となる書類

都道府県

番 号

都 道 府

県 名

保 険 者

番 号
保険者名

算定省令第８条の規定による別

個 の 保 険 者 名 ( 区 域 )



別紙様式６

番 号

平成○○年○月○日

厚 生 労 働 大 臣 ○ ○ ○ ○殿

保険者所在地

保険者名称 ○○市町村

代表者職氏名 ○○市町村長 ○○印

平成○○年度国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）事業実績報告書

平成○○年○月○日第○○号をもって交付決定を受けた、平成○○年度国民健康保険調整交付金（直営診療施設
整備分）に係る事業実績について、関係書類を添えて次のとおり報告します。

（施設の名称）

種 目 国 庫 補 助 基 本 額 ①

交

付

申

請

金

額

内

訳

特

別

調

整

交

付

金

災

害

そ

の

他

特

別

の

事

情

に

よ

る

も

の

直
営
診
療
施
設
整
備
に
関
す
る
費
用
が
あ
る
こ
と

建

物

診 療 所

病 院

医 師 住 宅

看 護 師 宿 舎

院 内 託 児 施 設 等

医

療

機

械

等

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ装置
Ｘ 線 テ レ ビ 用

一 般 用

医 療 機 械 器 具

患 者 輸 送 車

巡 回 診 療 車

巡 回 診 療 船

合 計
(A)

円

事 業 区 分 国 庫 補 助 基 本 額 保 険 者 補 助 額 国庫補助所要額（千円未満切捨）

２ の ( 1 )の 事 業
① (A)

円

① (A)×1/3

円

２ の ( 2 )の 事 業
② (A)×1/3

円 円

②

円

（添付書類）①経費所要額精算書（別紙(1)のとおり）

②事業実績報告（別紙(2)又は別紙(2)の２のとおり）

③国民健康保険特別会計及び病院事業特別会計の歳入歳出決算書（見込書）抄本

④契約書の写し (ア) 建物にあっては、工事請負契約書の写し（工事内訳書及び支払明細書を含む）

(イ) 医療機械等にあっては、売買契約書の写し（支払明細書を含む）

⑤登記簿又は自動車等登録原簿の抄本

⑥竣工した建物の配置図、平面図及び立面図

⑦工事竣工を確認するための建築基準法に定める検査済証の写し

⑧事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

⑨その他参考となる書類

都道府県

番 号

都 道 府

県 名

保 険 者

番 号
保険者名

算定省令第８条の規定による

別個の保険者名(区域)



別紙（１）

選 定 額
国 庫 補 助
基 本 額 ①

国 庫 補 助
所 要 額 ①

国 庫 補 助
基 本 額 ②

保 険 者
補 助 額

国 庫 補 助
所 要 額 ②

国 庫 補 助
所 要 額

国 庫 補 助
受 入 済 額

差引国庫補
助過不足額

員
数

単
価

金
額

(A)と(F)を比較
して少ない方の
額

(E)と(G)を比較
して少ない方の
額

（H）×補助率

２の(2)の事業
について（Ａ）～
（Ｈ）の例により
算定した額×
補助率

(J)と(K)を比較
して少ない方の
額

(A) (B) (A)＋(B)＝（Ｃ） (D) （Ｃ）－(D)＝（E） (Ｆ) （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （J） （K） (L) (I)＋(L)＝（M） （N） （N）－(M)＝（O）

円 円 円 円 円 ㎡ 円 円 円 円

診療棟

病棟

給食棟

小計

医師住宅

看護師宿舎

院内託児施設等

Ｘ線テレビ用

一般用

患者輸送車

巡回診療車（船）

医療機械器具

（品名）

円 円 円 円 円合 計

病

院

レント
ゲン装
置

建

物

診療所

医

療

機

械

等

経 費 所 要 額 精 算 書

区 分
支 出 済 補 助
対 象 事 業 費

支出済補助対
象 外 事 業 費

支 出 済 総
事 業 費

寄 付 金 そ
の 他 の 収
入 額

差 引 額

基 準 額



別紙(1)の２

支 出 済 事 業 費 内 訳

（施設名）

区分 費 目
総 事 業 費

備 考
員 数 単 価 金 額

補

助

対

象

事

業

費

建築工事費

診 療 所 (棟)

病 棟

給 食 棟

医 師 住 宅

看 護 師 宿 舎

○ ○ ○ ○

附帯工事費

電 気 設 備 工 事

給排水設備工事

冷暖房設備工事

○ ○ ○ ○

㎡ 円 円

小 計

補

対

象

外

事

業

費

用地買収費

事務雑費

○○○○費

小 計

合 計

(注) この表は、申請事業が建物の場合のみ作成すること。



別紙（２）

事 業 実 績 報 告 書（建物の場合）

１ 施設の名称及び所在地

２ 敷地の面積及び所有関係

敷 地 区 分 所 有 者 名 面 積 備 考

自 己 所 有 者

借 地

買 収 用 地

計

（注）当該施設の設置に要した敷地について記入すること。

３ 施設の構造及び規模

表１

建

物

等

の

履

歴

既

補

助

の

状

況

構

造

規 模（延 面 積） 各室の面積

は表２のと

おり

○ 階 ○ 階 ○ 階 ○ 階

㎡

( 床)

㎡

( 床)

㎡

( 床)

㎡

( 床)

表２

○ 階 ○ 階 ○ 階

室 名 室 数 面 積 室 名 室 数 面 積 室 名 室 数 面 積

㎡ ㎡ ㎡

小 計 小 計 小 計



４ 工事の施工方法

直 営

請 負

５ 施工予定期間

着 工 平成 年 月 日

竣 工 平成 年 月 日

６ 診療開始予定年月日

平成 年 月 日

７ 国庫補助金受入経過

区 分 交付決定通知年月

日及び番号

交付決定額 受入年月日 受 入 金 額 備 考

第 １ 回 円 円

第 ２ 回

第 ３ 回

国庫補助金所要精

算額受入未済額

計

８ 工事契約の概要

工 事 名 契 約 金 額 うち国庫補助対象分 契 約 年 月 日 工 事 期 間 工事請負業者名

本 体 工 事 円 円

電気設備工事

○○設備工事

○○○○工事

○ ○ ○ ○ ○

計



別紙（２）の２

事 業 実 績 報 告 書（医療機械等の場合）

１ 施設の名称及び所在地

２ 医療機械等整備費内訳

品名(銘柄) 規 格 員 数 単 価 金 額 設置場所 購入年月日 備 考

円 円

合計 品目

３ 国庫補助金受入経過

区 分 交 付 決 定 通 知

年月日及び番号

交付決定額 受 入 年 月 日 受 入 金 額 備 考

第 １ 回 円 円

第 ２ 回

国庫補助金所要精

算額受入未済額

計
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